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    「マイナポイント」とは、マイナンバーカード（個人番号カード）やキャッシュレス決済サービス普及促進を 

目的とした政府によるポイントキャンペーンです。 

                      

    登録したキャッシュレス決済サービスを使って買い物をすると、利用額の 25％、上限 5,000円がポイント還元

されます。ポイントを貯められる期間は 2020年 9月 1日～2021年 3月 31日までになります。キャッシュレス

決済サービスとは、イオンカード、WAON、Suica、Pay Payなどです。 

                     

 「マイナポイント」の申し込みには「マイナンバーカード」が必要になります。持ってない方は、自治体の窓口で取得 

手続きされるか「マイナンバー通知カード」と一緒に送られてきた「交付申請書」を持っている方はスマホやパソコン 

からも申請できます。申請するにあたっての注意点としては、「利用者証明用電子証明書」の利用を可能にする 

必要があります。（申請から約１か月かかります） 

 

    マイナンバーカードを申請する際に東日本大震災により被災した方で住民票が避難元になっている

場合は、酒田市役所市民課で申請手続きをしてください。 

   手続きに必要な書類は、マイナンバー通知カード、顔写真※（６か月以内撮影、無帽、無背景のも

の）、本人確認書類※、住民基本台帳カード（お持ちの方）、印鑑（認印）です。 

※写真をお持ちでない方は無料で撮影します。 

   ※本人確認書類は、運転免許証・パスポート（旅券）なら１点、健康保険証・年金手帳・医療証など 

   は２点必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月１日現在、酒田市に避難されている方は岩手県２名、宮城県１５名、福島県９０名、計１０７名です。 

今年は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が心配されています。皆さんはインフルエン

ザの予防接種はお済でしょうか？引き続き、手洗い・うがい・マスク着用で乾燥する冬場を乗り越えていき

ましょう。９月からマイナポイントが始まりました。すでに申請された方もいると思いますが、マイナポイ

ント事業について簡単に説明させていただきます。 

マイナポイント事業について 

訪問活動についてのお知らせ ～全戸訪問の実施について～ 

山形県より昨年度同様、お米（雪若丸）と各種相談窓口等の資料をお預かりしています。 

順次お届けに皆様のお宅を訪問する予定です。お仕事で不在にすることが多い場合は、来所で

の受け取りも可能となります。ご都合のよい日時などございましたら、ご連絡ください。 

今の生活でお困りのこと、必要としている情報、今後のご予定などお聞かせいただければあり

がたいです。突然の訪問もあるかと思いますが、ご協力の程よろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設期間：11月 7日（土） ～ R3年 3月 28日（日） 

無料開放日：11月 7日（土）、8日（日）、R3年 3月 27日（土）、28日（日）貸し靴は有料 

休館日：R3年 1月 1日（祝） 

   使用時間：≪一般使用≫                使用料金：≪個人≫ 

月曜・水曜・金曜日 正午～午後 9時  就学前児童 無料 

火曜・木曜日 正午～午後 7時 小中学生 220円 

土曜・日曜日、祝日、年末年始 

（12 月 25 日（金）～R3 年 1 月 7 日（木） 

※小中学生は土曜・日曜日の使用料が 

 無料です。 

 

午前 10時～ 

   午後 6時 

高校生 330円 

一般 530円 

親子券（一般と 

小学生の2人1組） 

530円 

   ★貸し靴/330円  ※スケートリンクを使用する際は、スケート靴の着用が必要です。 

   ★貸しヘルメット/無料（サイズは幼児～大人） ※帽子やヘルメットもかぶりましょう。 

   ★貸しそり（アシカそり）/20分 200円   

     問)酒田市体育協会       31-5539/スワンスケートリンク      23-3437         

         

 

 

 

 

お問い合わせ先 

酒田市地域福祉ｾﾝﾀｰ内 酒田市社会福祉協議会 酒田市新橋 2丁目 1-19 

（避難者生活支援相談員：高橋☺佐藤☺ ） 

☎:0234-23-5765/FAX:0234-24-6299 ✉：konnichiwa@sakata-shakyo.or.jp 

電話・窓口は平日 8：30～17：15 です 

 

【冬が到来する前にやっておきたい車のメンテナンス】 

① 冬に起こりやすいトラブル『バッテリー上がり』に備える。 

（原因）＊気温低下に伴うバッテリー容量の低下 

    ＊バッテリーの経年劣化⇒一般的なバッテリーの交換時期目安は 2・3年です 

（バッテリーが弱っている症状） 

    ＊ライト類の明るさが弱くなっている 

    ＊パワーウィンドーの開閉の動きが鈍くなっている 

    ＊エンジンのかかりが悪くなっている  など、 

電気を使用して作動する装置や部品に違和感を覚えたら、点検してもらいましょう。 

 

② ウォッシャー液の補充。 

＊冬場にはウォッシャー液の使用量が増加します。凍結温度が低い寒冷地仕様の 

ウォッシャー液がおすすめです。（水を補充しても構いませんが、冬期間の場合タンク内

で凍結したり、噴射した時にフロントガラスで凍結してしまう可能性があります。） 

 

③ スタッドレスタイヤの溝のチェック 

＊タイヤに設置されてある「ブラットフォーム」と呼ばれる溝をチェックして判断します 

 ブラットフォームが完全に露出している場合は、買い替えるようにしてください。 

＊タイヤの空気圧のチェックも忘れずに！ 

 

 

スワンスケートリンクオープン‼      

tel:0234-23-5765/FAX:0234-24-6299
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